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(57)【要約】
【課題】スリップを適切に抑制することができる電動車
両の制御装置を提供すること。
【解決手段】電動車両の制御装置は、駆動用のモータ１
１と、モータ１１の回転数を検出する回転数検出手段１
２と、を備え、電動車両Ｖｅの車体速度に基づいて、駆
動輪１６の目標回転数を算出する目標回転数算出手段２
２と、車輪速が駆動輪１６の目標回転数を超えた場合に
駆動輪１６のスリップを検出し、スリップの検出時に、
車輪速が適切な回転数となるようにモータ１１のモータ
トルクを制御するスリップ制御手段２３と、を備え、ス
リップ制御手段２３が、スリップの検出時に、モータ１
１の回転数と、駆動輪１６の目標回転数との差に応じて
、フィードバック制御によりモータトルクを制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動用のモータと、前記モータの回転数を検出する回転数検出手段と、を備える電動車
両の制御装置において、
　前記電動車両の車体速度に基づいて、駆動輪の目標回転数を算出する目標回転数算出手
段と、
　車輪速が前記駆動輪の目標回転数を超えた場合に前記駆動輪のスリップを検出し、前記
スリップの検出時に、前記車輪速が適切な回転数となるように前記モータのモータトルク
を制御するスリップ制御手段と、
　を備え、
　前記スリップ制御手段は、前記スリップの検出時に、前記モータの回転数と、前記駆動
輪の目標回転数との差に応じて、フィードバック制御により前記モータトルクを制御する
、
　電動車両の制御装置。
【請求項２】
　前記スリップ制御手段は、前記モータの回転数が前記駆動輪の目標回転数を超えた量を
積算し、その積算量が所定の閾値を超えた場合に、前記車輪速が前記駆動輪の目標回転数
を超えた状態であると推定し、前記スリップを検出する、
　請求項１に記載の電動車両の制御装置。
【請求項３】
　前記所定の閾値は、前記モータトルクの変動量の大きさに比例して決定される、
　請求項２に記載の電動車両の制御装置。
【請求項４】
　前記スリップ制御手段は、前記フィードバック制御の際に、前記フィードバック制御を
開始する前の前記モータトルクを初期値として用いる、
　請求項１から請求項３に記載の電動車両の制御装置。
【請求項５】
　アクセル開度に基づいて、前記モータの基本指令トルクを算出する基本指令トルク算出
手段を備え、
　前記スリップ制御手段は、前記電動車両の駆動時における前記フィードバック制御の際
に、前記電動車両の駆動時における前記基本指令トルクを上限として前記モータトルクを
制御する、
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の電動車両の制御装置。
【請求項６】
　前記スリップ制御手段は、前記電動車両の駆動時における前記フィードバック制御の際
に、所定の負トルクを下限として前記モータトルクを制御し、かつ所定期間に限り前記負
トルクの出力を許可する、
　請求項５に記載の電動車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動車両の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、車輪速センサの出力（車輪速）と車体速度とに基づいてスリップを検
出し、当該スリップの検出時に、車輪速が適切な回転数となるように駆動用のモータのモ
ータトルクを制御する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１７－１００５０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、車輪速センサは、一般的に角度分解能が低く、かつ検出遅れ等も生じる。その
ため、特許文献１のように、車輪速センサの出力を用いてスリップを検出し、スリップ制
御を行う場合、高速な制御ができず、スリップを適切に抑制することができないおそれが
ある。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、スリップを適切に抑制することができ
る電動車両の制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る電動車両の制御装置は、
駆動用のモータと、前記モータの回転数を検出する回転数検出手段と、を備える電動車両
の制御装置において、前記電動車両の車体速度に基づいて、駆動輪の目標回転数を算出す
る目標回転数算出手段と、車輪速が前記駆動輪の目標回転数を超えた場合に前記駆動輪の
スリップを検出し、前記スリップの検出時に、前記車輪速が適切な回転数となるように前
記モータのモータトルクを制御するスリップ制御手段と、を備え、前記スリップ制御手段
は、前記スリップの検出時に、前記モータの回転数と、前記駆動輪の目標回転数との差に
応じて、フィードバック制御により前記モータトルクを制御する。
【０００７】
　これにより、本発明に係る電動車両の制御装置は、角度分解能が高く、かつ検出遅れ等
も少ない回転数検出手段によってモータの回転数を検出し、当該モータの回転数を用いて
スリップの検出および制御を行う。
【０００８】
　また、本発明に係る電動車両の制御装置は、前記スリップ制御手段が、前記モータの回
転数が前記駆動輪の目標回転数を超えた量を積算し、その積算量が所定の閾値を超えた場
合に、前記車輪速が前記駆動輪の目標回転数を超えた状態であると推定し、前記スリップ
を検出してもよい。
【０００９】
　これにより、本発明に係る電動車両の制御装置は、モータの回転数と車輪速とのずれを
取り除くことができ、スリップを高速に検出することができる。そのため、時間のずれな
くスリップ制御を開始することができる。
【００１０】
　また、本発明に係る電動車両の制御装置は、前記所定の閾値が、前記モータトルクの変
動量の大きさに比例して決定されてもよい。
【００１１】
　これにより、本発明に係る電動車両の制御装置は、駆動軸の捻れやギヤの噛み合いガタ
の分を加味することができるため、遅れなく、かつ精度良くスリップ制御の開始判定を行
うことができる。
【００１２】
　また、本発明に係る電動車両の制御装置は、前記スリップ制御手段が、前記フィードバ
ック制御の際に、前記フィードバック制御を開始する前の前記モータトルクを初期値とし
て用いてもよい。
【００１３】
　これにより、本発明に係る電動車両の制御装置は、制御の切り替わりの際のトルク変動
を抑制することができる。
【００１４】
　また、本発明に係る電動車両の制御装置は、アクセル開度に基づいて、前記モータの基
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本指令トルクを算出する基本指令トルク算出手段を備え、前記スリップ制御手段が、前記
電動車両の駆動時における前記フィードバック制御の際に、前記電動車両の駆動時におけ
る前記基本指令トルクを上限として前記モータトルクを制御してもよい。
【００１５】
　これにより、本発明に係る電動車両の制御装置は、スリップ制御の際のトルク上限を設
定することにより、スリップ率が急に減った場合（グリップした場合）においても、運転
者の期待以上の駆動力または制動力が出ることを抑制することができる。
【００１６】
　また、本発明に係る電動車両の制御装置は、前記スリップ制御手段が、前記電動車両の
駆動時における前記フィードバック制御の際に、所定の負トルクを下限として前記モータ
トルクを制御し、かつ所定期間に限り前記負トルクの出力を許可してもよい。
【００１７】
　これにより、本発明に係る電動車両の制御装置は、スリップ制御の際のトルク下限を設
定することにより、スリップ率が急に増えた場合においても、運転者が不安を覚えない範
囲で適切にスリップを回復させることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る電動車両の制御装置によれば、回転数検出手段によって検出したモータの
回転数を用いてスリップの検出および制御を行うため、スリップを適切に抑制することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る電動車両の制御装置が適用される電動車両の構
成を概略的に示す図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る電動車両の制御装置において、ドライ路におけ
るモータの回転数と車輪速との関係を説明するための図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る電動車両の制御装置において、モータによるス
リップ判定の概要を説明するための図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態に係る電動車両の制御装置において、電動車両の駆動
時におけるフィードバック制御の制御範囲を示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態に係る電動車両の制御装置において、フィードバック
制御の際のモータトルクの一例を示す図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態に係る電動車両の制御装置において、電動車両の減速
時におけるフィードバック制御の制御範囲を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施形態に係る電動車両の制御装置による制御方法を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の実施形態に係る電動車両の制御装置について、図面を参照しながら説明する。
なお、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。また、下記実施形態における
構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれ
る。
【００２１】
　本発明の実施形態に係る電動車両の制御装置の構成について、図１を参照しながら説明
する。本実施形態に係る電動車両の制御装置が適用される電動車両Ｖｅは、主動力源とし
てのモータ（ＭＧ）１１と、パワーコントロールユニット（ＰＣＵ）１３と、デファレン
シャルギヤ１４と、駆動軸１５と、駆動輪１６と、車軸１７と、従動輪１８と、車輪速セ
ンサ１９と、基本指令トルク算出手段２０と、車体速推定手段２１と、目標回転数算出手
段２２と、スリップ制御手段２３と、を備えている。
【００２２】
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　モータ１１は、例えば同期モータまたは誘導モータであり、電動機および発電機として
機能する。モータ１１によって出力されたモータトルク（ＭＧトルク）は、駆動軸（ドラ
イブシャフト）１５を介して駆動輪１６に伝達される。また、モータ１１は、回転数検出
手段１２を備えている。
【００２３】
　回転数検出手段１２は、モータ１１の回転数（以下、「ＭＧ回転数」という）を検出す
るものであり、例えばレゾルバ等の位相センサ、あるいは回転数センサ等により構成され
ている。回転数検出手段１２は、検出したＭＧ回転数（ωｍｇ）を、スリップ制御手段２
３に対して出力する。
【００２４】
　パワーコントロールユニット１３は、モータ１１を駆動するインバータ、電圧を制御す
る昇圧コンバータ等を備えている。車輪速センサ１９は、左右の駆動輪１６および左右の
従動輪１８にそれぞれ設けられており、対象車輪の車輪速を検出する。そして、車輪速セ
ンサ１９は、検出した車輪速を、車体速推定手段２１に対して出力する。
【００２５】
　基本指令トルク算出手段２０は、具体的にはメインＥＣＵ（Electronic　Control　Uni
t）により構成されている。また、車体速推定手段２１および目標回転数算出手段２２は
、具体的には車輪（駆動輪１６および従動輪１８）側に設けられたブレーキＥＣＵにより
構成されている。また、スリップ制御手段２３は、具体的にはモータ１１側に設けられた
モータＥＣＵにより構成されている。
【００２６】
　前記したメインＥＣＵ、ブレーキＥＣＵおよびモータＥＣＵは、物理的にはＣＰＵ（Ce
ntral　Processing　Unit）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only
　Memory）および入出力等のインターフェースを含む周知のマイクロコンピュータを主体
とする電子回路により構成されている。これらのＥＣＵの機能は、ＲＯＭに保持されるア
プリケーションプログラムをＲＡＭにロードしてＣＰＵで実行することにより実現される
。
【００２７】
　基本指令トルク算出手段２０は、図示しないアクセル開度センサから入力されたアクセ
ル開度（ドライバによって操作されるアクセルペダルの操作量）に基づいて、周知の方法
によりモータ１１の基本指令トルクを算出する。そして、基本指令トルク算出手段２０は
、算出した基本指令トルク（Ｔａｃ

＊）を、目標回転数算出手段２２およびスリップ制御
手段２３に対して出力する。
【００２８】
　車体速推定手段２１は、車輪速センサ１９から入力される車輪速に基づいて、車体速度
を推定する。車体速推定手段２１は、例えば電動車両ＶｅがＦＦ車であり、かつ当該電動
車両Ｖｅが駆動している場合は、従動輪１８の車輪速の平均を車体速度として推定する。
そして、車体速推定手段２１は、推定した車体速度（Ｖｃａｒ）を、目標回転数算出手段
２２に対して出力する。
【００２９】
　目標回転数算出手段２２は、基本指令トルク算出手段２０によって算出された基本指令
トルクと、車体速推定手段２１によって推定された電動車両Ｖｅの車体速度とに基づいて
、駆動輪１６の目標回転数（以下、単に「目標回転数」という）を算出する。目標回転数
算出手段２２は、具体的には、車体速度に対して一定の割合（スリップ率）を加算するこ
とにより、走行状態に応じた目標回転数を算出する。そして、目標回転数算出手段２２は
、算出した目標回転数（ω＊）を、スリップ制御手段２３に対して出力する。
【００３０】
　スリップ制御手段２３は、車輪速センサ１９によって検出された車輪速と、目標回転数
算出手段２２によって算出された目標回転数とを比較することにより、駆動輪１６のスリ
ップの有無を判定する。すなわち、スリップ制御手段２３は、車輪速が目標回転数を超え
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ている場合にスリップを検出する。そして、スリップ制御手段２３は、スリップの検出時
に、指令トルク（Ｔ＊）をパワーコントロールユニット１３に対して出力し、車輪速が適
切な回転数となるように（車輪速が目標回転数と合致するように）、モータ１１のモータ
トルクを制御する。なお、本実施形態では、スリップ制御手段２３によるスリップの検出
からモータトルクの制御までの一連の制御のことを「スリップ制御」と定義する。
【００３１】
　スリップ制御手段２３は、具体的には、スリップ制御の際に、ＭＧ回転数と目標回転数
との差に応じて、ＭＧ回転数をフィードバック制御（速度ＦＢ制御）することにより、モ
ータ１１のモータトルクを制御する。
【００３２】
　ここで、従来提案されてきた車輪速を用いたスリップ制御では、以下のような問題があ
った。
（１）車輪速の検出遅れ、通信遅れまたは伝達遅れによって位相遅れが発生してしまい、
高速な制御ができない。
（２）車輪の制御に若干の振動が発生してしまい、結果として狙いのスリップ率に対して
バラつきを持ってしまう。
（３）スリップ制御を開始した際に、車輪速の情報を車輪側のブレーキＥＣＵによって制
御するため、制御遅れが生じる。
【００３３】
　一方、本実施形態のように、ＭＧ回転数を用いてスリップの検出を行い、目標回転数を
狙ってＭＧ回転数をフィードバック制御することにより、検出遅れ、通信遅れ、伝達遅れ
および制御遅れを抑制することができ、かつ車輪の制御の際の振動も軽減することができ
る。
【００３４】
（スリップ制御の開始判定）
　以下、本実施形態に係る電動車両の制御装置が行うスリップ制御の開始判定の詳細につ
いて、図２および図３を参照しながら説明する。まず、スリップ制御手段２３は、ＭＧ回
転数が目標回転数を超えた量を積算する。続いて、スリップ制御手段２３は、上記の積算
量が所定の閾値を超えた場合に、「車輪速が目標回転数を超えた状態」であると推定し、
スリップを検出する。
【００３５】
　ここで、図２は、ドライ路におけるＭＧ回転数と車輪速との関係を示している。同図に
示すように、シャフト捩れトルク、すなわち駆動軸１５が捩れながら伝達しているトルク
は、ＭＧ回転数と車輪速との差の積分によって作られる。また、このシャフト捩れトルク
の積分が車輪速となる。
【００３６】
　これらを踏まえて、本実施形態に係る電動車両の制御装置では、図３に示すように、目
標回転数に対するＭＧ回転数の超過量の積分値が、予め設定された所定の閾値を超えた場
合に、「車輪速＞目標回転数」であると推定し、スリップありと判定する。すなわち、本
実施形態では、モータ１１の回転によって駆動軸１５に必要トルク分の捻れが作られても
なお目標回転数を超える場合に、スリップありと判定する。これにより、ＭＧ回転数と車
輪速とのずれを取り除くことができ、スリップを高速に検出することができるため、時間
のずれなくスリップ制御を開始することができる。
【００３７】
　ここで、図３で示したスリップ判定の際の閾値（角度）は、モータトルクの変動量の大
きさに比例して決定する。このモータトルクの変動量は、モータトルクの時間変化をみる
ために、現在のモータトルクと、所定のフィルタ（例えばローパスフィルタ）を通したモ
ータトルクとの差分により算出する。そして、当該差分に比例した閾値を用いてスリップ
判定を行う。
【００３８】
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　モータトルクは、車輪速に対して、駆動軸１５の捻れやギヤの噛み合いガタ分だけ異な
る回転数となるが、モータトルクの変動量の大きさに比例してスリップ判定の際の閾値を
決定することにより、駆動軸１５の捻れやギヤの噛み合いガタの分を加味することができ
るため、遅れなく、かつ精度良くスリップ制御の開始判定を行うことができる。
【００３９】
　なお、モータトルクの変動が０を跨がない場合（正トルクから正トルクへの変動、また
は負トルクから負トルクへの変動の場合）、駆動軸１５の捻れだけを考慮すればよいが、
なお、モータトルクの変動が０を跨ぐ場合（負トルクから正トルクへの変動、または正ト
ルクから負トルクへの変動する場合）は、駆動軸１５の捻れに加えて、ギヤの噛み合いガ
タ分の偏差が発生する。そのため、モータトルクの変動が０を跨ぐ場合は、閾値に対して
、ギヤの噛み合いガタ分に相当する所定の角度を加算することが好ましい。これにより、
ギヤの噛み合いガタ分によってモータトルクに比例しない分の角度を考慮して閾値を決定
することができる。
【００４０】
　スリップ制御手段２３は、前記したように、目標回転数に対するＭＧ回転数超過量の積
分値が所定の閾値を超えた場合に、「車輪速＞目標回転数」であると推定しているが、例
えばそれよりも以前に、車輪速センサ１９によって検出された車輪速が目標回転数を超過
したことを検出した場合は、そちらの判定結果を優先してスリップを検出してもよい。
【００４１】
（フィードバック制御）
　以下、本実施形態に係る電動車両の制御装置が行うスリップ制御におけるフィードバッ
ク制御の詳細について説明する。スリップ制御手段２３は、フィードバック制御として、
速度型のＰＩＤ制御を行う。具体的には、以下の（１）～（３）を合算した値を変動量と
し、それを前回のモータトルクの値に加算し、トルク上下限を設けて出力トルク（指令ト
ルク）とする。
（１）ＭＧ回転数と目標回転数との差にＩゲインを乗じた値
（２）ＭＧ回転数と目標回転数との差の微分値にＰゲインを乗じた値
（３）ＭＧ回転数と目標回転数との差の二回微分値にＤゲインを乗じた値
【００４２】
　ここで、スリップ制御手段２３は、フィードバック制御を開始した当初は、当該フィー
ドバック制御を開始する前のモータトルクを初期値として用いる。これにより、制御の切
り替わりの際のトルク変動を抑制することができる。
【００４３】
　また、目標回転数に満たない場合（駆動側で目標回転数以下の場合）は、ＰＩＤ制御に
おけるモータトルクの変動量を０以上とする。これにより、モータトルクが上限に達して
おり、かつまだ目標回転数に満たないときに、Ｐ項およびＤ項によって指令トルクが上限
から離れてしまうことを抑制し、抑え過ぎを回避することができる。
【００４４】
　また、ＰＩＤ制御では、車輪速センサ１９によるノイズの影響や指令トルクの変動によ
る極端なトルク変動を除去するために、例えばＤ項に目標回転数の変動量を入れず、変動
量を算出する際に不感帯を入れてもよい。
【００４５】
　また、上記の説明では、電動車両Ｖｅが駆動している場合の制御（駆動側制御）につい
て説明したが、モータ１１の回生によって電動車両Ｖｅが減速している場合の制御（減速
側制御）についても、同様の手順により行うことができる。この場合、目標回転数算出手
段２２は、車体速度に対して一定の割合（スリップ率）を減算することにより、走行状態
に応じた目標回転数を算出する。そして、スリップ制御手段２３は、ＭＧ回転数が目標回
転数を下回った量を積算し、その積算量が所定の閾値を超えた場合にスリップを検出し、
スリップ制御を開始する。
【００４６】
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（トルク上下限）
　以下、本実施形態に係る電動車両の制御装置が行うスリップ制御におけるトルク上下限
について、図４～図６を参照しながら説明する。スリップ制御手段２３は、基本指令トル
ク算出手段２０によって算出された基本指令トルクに基づいて、スリップ制御の際のトル
ク上下限を決定する。
【００４７】
　スリップ制御手段２３は、例えば図４に示すように、電動車両Ｖｅの駆動時におけるフ
ィードバック制御では、スリップしていない場合の基本指令トルクをモータトルクの上限
とし、所定の負トルク（回生トルク）をモータトルクの下限とする。
【００４８】
　負トルクの値は、ＭＧ回転数が目標回転数を超えた量に応じて決定する。なお、ＭＧ回
転数が目標回転数を超える量が、元の基本指令トルクにおおよそ比例することを利用して
、基本指令トルクをモータトルクの下限としてもよい。また、図５に示すように、負トル
クは所定期間（所定積算量）に限り出力を許可し、その後は出力を禁止する。
【００４９】
　なお、図４において、「ＴＲＣＭＩＮ」とは、スピンから復帰するためのトルクの下限
のことを示しており、予め設定される。また、「ＴＲＣフラグ無視」とは、トルク制御を
行わない範囲のことを示している。
【００５０】
　一方、スリップ制御手段２３は、例えば図６に示すように、電動車両Ｖｅの減速時（回
生時）におけるフィードバック制御では、所定の正トルクをモータトルクの上限とし、ス
リップしていない場合の基本指令トルクをモータトルクの下限とする。この場合、駆動時
と同様に、正トルクは所定期間（所定積算量）に限り出力を許可し、その後は出力を禁止
する。
【００５１】
　なお、図６において、「ＡＢＳＭＡＸ」とは、ロックから復帰するためのトルクの上限
のことを示しており、予め設定される。また、「ＡＢＳフラグ無視」とは、トルク制御を
行わない範囲のことを示している。
【００５２】
　このように、スリップ制御の際のトルク上下限を設定することにより、スリップ制御中
にスリップ率が急増減した場合においても、違和感なく制御することができる。すなわち
、トルク上限を設定することにより、スリップ率が急に減った場合（グリップした場合）
においても、運転者の期待以上の駆動力または制動力が出ることを抑制することができる
。また、トルク下限を設定することにより、スリップ率が急に増えた場合においても、運
転者が不安を覚えない範囲で適切にスリップを回復させることができる。
【００５３】
（スリップ制御の終了判定）
　以下、本実施形態に係る電動車両の制御装置が行うスリップ制御の終了判定の詳細につ
いて説明する。スリップ制御手段２３は、車輪速が一定期間目標回転数に満たない場合、
スリップしていないとみなして、スリップ制御を中止する。これは、スリップ制御によっ
て決定したモータトルクが、結果的に一定期間、指令トルク通りとなったことでも確認す
ることができる。なお、スリップ制御手段２３は、上記の他に、指令トルクが反転した場
合にも、スリップ制御を中止する。
【００５４】
　以下、本実施形態に係る電動車両の制御装置による制御方法について、図７を参照しな
がら説明する。まず、車体速推定手段２１は、車輪速センサ１９から入力される車輪速か
ら、電動車両Ｖｅの車体速度を推定する（ステップＳ１）。続いて、目標回転数算出手段
２２は、車体速推定手段２１によって推定された車体速度から、目標回転数を算出する（
ステップＳ２）。
【００５５】
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　続いて、スリップ制御手段２３は、ＭＧ回転数が目標回転数を超えた量を積算する（ス
テップＳ３）。続いて、スリップ制御手段２３は、ステップＳ３で算出した積算量が所定
の閾値を超えているか否かを判定する（ステップＳ４）。
【００５６】
　ステップＳ４において、積算量が所定の閾値を超えていると判定した場合（ステップＳ
４でＹｅｓ）、スリップ制御手段２３は、スリップありと判定し、ＭＧ回転数と目標回転
数との差異に応じて、ＰＩＤ制御によりモータトルク（指令トルク）を決定する（ステッ
プＳ５）。なお、ステップＳ４において、積算量が所定の閾値を超えていると判定した場
合（ステップＳ４でＮｏ）、スリップ制御手段２３は、ステップＳ１に戻る。
【００５７】
　続いて、スリップ制御手段２３は、パワーコントロールユニット１３を介してモータト
ルクを制御（電流制御を実行）する（ステップＳ６）。続いて、スリップ制御手段２３は
、車輪速が一定期間、目標回転数未満であるか否かを判定する（ステップＳ７）。
【００５８】
　ステップＳ７において、車輪速が一定期間、目標回転数未満であると判定した場合（ス
テップＳ７でＹｅｓ）、スリップ制御手段２３は、本制御を終了する。なお、ステップＳ
７において、車輪速が一定期間、目標回転数未満ではないと判定した場合（ステップＳ７
でＮｏ）、スリップ制御手段２３は、ステップＳ５に戻る。
【００５９】
　以上説明したような電動車両の制御装置によれば、角度分解能が高く、かつ検出遅れ等
も少ない回転数検出手段１２によってＭＧ回転数を検出し、当該ＭＧ回転数を用いてスリ
ップの検出および制御を行うため、スリップを適切に抑制することができる。
【００６０】
　以上、本発明に係る電動車両の制御装置について、発明を実施するための形態により具
体的に説明したが、本発明の趣旨はこれらの記載に限定されるものではなく、特許請求の
範囲の記載に基づいて広く解釈されなければならない。また、これらの記載に基づいて種
々変更、改変等したものも本発明の趣旨に含まれることはいうまでもない。
【００６１】
　例えば、前記した電動車両の制御装置では、非スリップ時におけるモータ１１の出力ト
ルク（指令トルク）に、運転者からの要求分（基本指令トルク）に加えて制振制御分を加
えてもよい。
【００６２】
　この場合、スリップ制御では、当該スリップ制御の開始条件を満たす（図７のステップ
Ｓ４でＹｅｓ）までは、制振制御の結果を出力トルクとし、スリップ制御が開始された瞬
間は、前回値として制振制御の結果を用いる。一方で、スリップ制御の上下限の決定に用
いる指令値は、制振制御を加えない場合の運転者からの基本指令トルク（要求トルク）と
する。このような制御を行うことにより、スリップ制御を優先させつつ、制御の切り替え
に起因するトルク変動ショックを低減することができる。また、運転者の意思に反した加
減速の発生を抑制することができる。
【００６３】
　なお、前記した「制振制御」とは、例えば駆動軸１５の捻れに起因する振動要素を低減
する制御や、あるいは、電動車両Ｖｅの前後振動やピッチ振動を抑える制御のことを示し
ている。
【符号の説明】
【００６４】
　１１　モータ（ＭＧ）
　１２　回転数検出手段
　１３　パワーコントロールユニット（ＰＣＵ）
　１４　デファレンシャルギヤ
　１５　駆動軸
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　１６　駆動輪
　１７　車軸
　１８　従動輪
　１９　車輪速センサ
　２０　基本指令トルク算出手段
　２１　車体速推定手段
　２２　目標回転数算出手段
　２３　スリップ制御手段
　Ｖｅ　電動車両

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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